
平成29年度山形県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ那13,242,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額

は、「第2表債1努負担行為」による。

(賀妨債)

第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及て贈還の方法は、「第3表地方債」による。

(一剛昔入金)

第4条地方自治法第235条の3第2項の規定による一剛昔入金の借入れの最高額は、90,000,000千円と

定める。

(歳出予算の流用)

第5条地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。

①各項に計上した給半斗、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

平成29年度山形県一般会計予算



第1表

歳

歳入歳出予算

入

県

款

税

項

県

2事

3地

民
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金

業
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消
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2地方消費税清算金

フ

8軽

動

35,87フ,000

税

場禾小用税

車

9

21,064,000

税

油

自

3地

取

10 鉱

21,027,000

引

イ守

動

Ⅱ

方

税

取

狩
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款

4 地方特例

5 地

交付金

方

6

5 航空機燃料譲与税

交通安全対策特別交付金

X.

項

付

7

税

分担金及び負担金

地方特例交付金

金

{ψ

地
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(単位:千円)
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方

交通安全対策特別交付金

X、
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収
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収
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収
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款

Ⅱ寄

12 繰

附 金

2財

入

項

産

14 諸

金

売

寄

払 収

収

金

入

附

特別

(単位:千円)

2基

入

3

金

計繰入金

金

立、

額

営企業繰入金

繰

359,938

1 延滞金、加算金及び過料等

入

310,920

2

金

県
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3 公営企業貸付金元利収入
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預
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4貸付金

県

金
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託
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事

利収
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入

収
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入
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・十
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債

1,918
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75,570,900

75,570,900

613,242,000

会

元
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歳 出

議

款

2総 務

費

項

費

1議

1総

2企

金

務

(単位:千円)

3徴

費

管

4市

理

画

3

額

民

5選

町

税

費

1,116,823

6防

村

費
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振
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挙
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事
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款

5労 働

3保

項

4医

費

6農

健

林

所

薬

労

水

2職

金

費

産

(単位:千円)

3失

業

費

政

業

4労

費

業

額

働

費

練

対

1,687,689

7商

1農

委

13,896,862

費

策

員

2畜

費
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3農

工

費
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4林

8士
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費

業

費
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木
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費

2
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費

費

業
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鉱
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業

費

光

士

8,094,683

2 道路橋

費

木

1,564,328

78,733,107

費

゛女
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理

り よ

費

6,543,875

費
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59,818,005
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司

会

、
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款

9 警

3河

項

4港

察

10

川

教

5都

海

6住

費

市

湾

岸

金

費

(単位:千円)

1警

費

宅

画

2警

費

察

費

額

察

費

ム女

16,229,600

1教

活

理

2,662,107

2小

費

動

4,333,629

3

Ⅱ

中

総

費

1,799,999

災

4

務

26,091,847

5特

校

費

等
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復

6

別

校

12

大

費
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'、

7社

旧
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校

費

費

8保

費
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債

健

42,282,026

教

1 農林水産施設災害復旧費

費
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体

費

2 公共土木施設災害復旧費

費

27,427,999

費
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款

13 諸 支 出 金

'、

項

2公

債

3 地方消費税清算金

営企業貸付金

4利

金

費

(単位:千円)

5

子

14 予

配

6 株式等譲渡所得割交付金

室1

当

額

X.

7地方消費税交付金

割

92,305,426

付

X.

備

8

50,895,965

金

ゴルフ場利用税交付金

付

10

歳

金

自動車取得税交付金

9,000,000

Ⅱ利

費

20,753,000

子

出

161,644

割

予
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精 算

137,808
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金

備
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費
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50,000

50,000

613,242,000計合



第2表債務負担行為

事

県庁舎中央監視装置更新工事請負

契約

山形駅西口拠点施設舞台機構等建

設工事請負契約

風

項

況

山形県志津野営場管理運営業務

調

期

山形県立自然博物園管理運営業務

平成 29年度から

平成 31年度まで

査 事

山形県こども館管理運営業務

平成 29年度から

平成 31年度まで

間

業

公益財団法人山形県企業振興公社

に対する損失補償

平成 29年度から

平成 30年度まで

山形県産業科学館管理運営業務

限

平成 29年度から

平成 34年度まで

雛転職者職業訓練事業

平成 29年度から

平成 34年度まで

度

山形県観光情報センター管理運営

業務

平成 29年度から

平成 31年度まで

額

250,000千円

山形県国際交流センター管理運営

業務

平成 29年度から

平成 40年度まで

2,149,000千円

農業近代化資金利子補給

平成 29年度から

平成 32年度まで

フ,000千円

平成 29年度から

平成 30年度まで

農業経営負担軽減支援資金利子補

給

16,000千円

平成 29年度から

平成 32年度まで

112,000千円

平成 29年度から

平成 32年度まで

29,000千円

平成 29年度から

平成 50年度まで

185,000千円

253,000千円

平成 29年度から

平成 45年度まで

19,000千円

平成29年度融資総額 1,900,000千円

の融資残高に対し、年1.3パーセン

ト以内の割合で計算した額

H3,000千円

平成29年度融資総額 100,000千円の

融資残高に対し、年1.3パーセント

以内の割合で計算した額

76,000千円



事

漁業近代化資金利子補給

漁船りニューアル漁業近代化特別

対策資金利子補給

項

担い手漁船リース料負担軽減支援

事業

期

公益財団法人やまがた農業支援セ

ンターの農地売買等支援事業に対

する損失補償

平成 29年度から

平成 50年度まで

間

平成29年度における日本政策金融

公庫(以下「甲」という。)の山

形県林業公社(以下「乙」とい

う。)に対する造林資金貸付金

に係る損失補償

平成 29年度から

平成 50年度まで

平成 29年度から

平成 48年度まで

平成29年度融資総額 305,000千円の

融資残高に対し、年1.3パーセント

以内の割合で計算した額

限

森林整備活性化資金利子補給

平成 29年度から

平成 34年度まで

度

平成29年度融資総額 18,000千円の

融資残高に対し、年1.0パーセント

以内の割合で計算した額

額

山形県士地開発公社の融資に対す

る債務保証

甲が乙に貸付けた日か

ら甲が補償の履行日と

して指定する日まで

街路整備事業花見橋桁製作架設工

事請負契約

公益社団法人全国農地保有合理化協

会からの借入元金 380,000千円のう

ち未償還元金に相当する額

街路整備事業苗津川橋函渠工事請

負契約>

平成 29年度から

平成 59年度まで

山形県都市公園(悠創の丘、蔵王

みはらしの丘ミュージアムパーク、

弓張平公園)管理運営業務

甲からの借入元金 71,660千円のう

ち、最終償還期限到来後10箇月の期

間満了の日(以下「損失確定日」と

いう。)を経過してなお弁済されな

い元利金相当額(延滞金及び損失確

定日以後の利子を含む。)

11,000千円

.

平成 29年度から

平成 30年度まで

山形県都市公園(健康の森公園、

最上中央公園)管理運営業務

平成 29年度から

平成 30年度まで

平成29年度融資総額 17,586千円の融

資残高に対し、年1.6パーセント以

内の割合で計算した額

平成 29年度から

平成 30年度まで

平成 29年度から

平成 34年度まで

平成 29年度から

平成 33年度まで

37,000千円

400,000千円

90,000千円

627,000千円

150,000千円



事

主要地方道山形山寺線道路改築事

業荒谷橋桁製作架設工事請負契約

一般国道H2号道路施設長寿命化

対策事業大山跨線橋及び大山跨線

橋歩道耐震補強工事請負契約

項

主要地方道大江西川線道路施設長

寿命化対策事業やぎな沢橋耐震補

強工事請負契約

期

最上小国川流水型ダム建設事業通

信警報観測設備工事請負契約

平成 29年度から

平成 30年度まで

最上小国川流水型ダム建設事業管

理所新築工事請負契約

平成 29年度から

平成 30年度まで

間

田沢川ダム情報基盤整備事業ダム

管理用設備更新工事請負契約

平成 29年度から

平成 30年度まで

吉野川河川整備補助事業に係る

国土交通省との協定

限

山形県ふるさと交流広場管理運営

業務

平成 29年度から

平成 30年度まで

度

米沢<りポート管理運営業務

平成 29年度から

平成 30年度まで

額

407,000千円

山形県港湾施設等(酒田北港緑地

、酒田北港緑地展望台、山形県酒

田海洋センター、加茂港緑地、加

茂レインボービーチ)管理運営業

務

平成 29年度から

平成 31年度まで

200,000千円

平成 29年度から

平成 30年度まで

平成 29年度から

平成 34年度まで

山形の家づくり利子補給

390,000千円

平成 29年度から

平成 34年度まで

県営住宅及び山形県すまい情報セ

ンター管理運営業務

390,000千円

平成 29年度から

平成 34年度まで

山形県立山形工業高等学校体育館

建築工事請負契約

70,000千円

400,000千円

平成 29年度から

平成 40年度まで

180,000千円

平成 29年度から

平成 34年度まで

フ,000千円

平成 29年度から

平成 30年度まで

33,000千円

平成29年度融資総額 8,850,000千円

の融資残高に対し、年0.5パーセン

トの割合で計算した額

50,000千円

1,626,000千円

397,000千円



事

山形県立山形工業高等学校体育館

建築工事監理業務委託契約

山形県立鶴岡工業高等学校体育館

建築工事請負契約

山形県立鶴岡工業高等学校体育館

建築工事監理業務委託契約

項

山形県神室少年自然の家管理運営

業務

期

山形県立うきたむ風土記の丘考古

資料館管理運営業務

平成 29年度から

平成 30年度まで

山形県学力等調査業務委託契約

平成 29年度から

平成 30年度まで

間

新庄警察署庁舎建築工事実施設計

業務委託契約

平成 29年度から

平成 30年度まで

新庄警察署肘折駐在所賃貸借契約

限

平成 29年度から

平成 32年度まで

度

平成 29年度から

平成 32年度まで

平成 29年度から

平成 30年度まで

額

5,000千円

平成 29年度から

平成 30年度まで

551,000千円

平成 29年度から

平成 38年度まで

8,000千円

151,000千円

39,000千円

48,000千円及び年1.0パーセントの

金利、公租公課、火災保険料相当額

23,000千円

34,000千円



第3表地方債

起 債

臨時財政対策

の 目

庁舎等整備事業

的 限

山形駅西口拠点施設整

備事業

度

地域総合整備資金貸付

事業

額

27,200,000

千円

起債の方法

借入先と

の協定によ

る。

緊急防災・減災事業

52,400

利

3,105,400

自然公園整備事業

借入先と

の協定によ

る。

社会福祉施設等整備事

業

率 償

400,000

地域介護・福祉空間整

備事業

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

還

入

706,300

の

山形大学重粒子線がん

治療装置開発整備事業

方

20,900

病院建設改良資金貸付

事業

法

1,145,500

産業技術短期大学校整

備事業

173,200

農林公共事業

100,000

公共農林災害復旧事業

447,500

114,400

4,025,300

4,700



起 債

林道施設災害復旧事業

の 目

土木公共事業

的 限

県営住宅建設事業

度

、

公共士木災害復旧事業

(現年)

額

千円

起債の方法

3,500

公共土木災害復旧事業

(過年)

16,521,400

利

国直轄災害復旧事業

79,300

率

1,868,800

士木施設災害復旧事業

償 還

都市公園整備事業

135,900

の

1,448,000

河川等整備事業

方 法

公共施設等耐震化事業

120,000

自然災害防止事業

336,300

地方道路等整備事業

27フ,900

市町村合併支援道路整

備事業

630,000

学校教育施設等整備事

業

3,153,200

5,723,100

2,088,600

51,500



起 債

高等学校整備事業

の 目

教育研修施設整備事業

的 限

退 職

額

交通安全施設整備事業

1,309,700

千円

起債の方法

手

警察庁舎整備事業

当

152,500

利

公共施設等除却事業

ノ

3,700,000

償

307,400

還

138,500

の 方

29,700

法率
,
度



平成29年度山形県公債管理特別会計予算

平成29年度山形県の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ140,368,719千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

繰

款

入

4県

金

項

歳

歳

2基

債

般

出

入

計繰入金

金

1公

款

金

繰

県

(単位:千円)

'入

債

金

額

歳

99,176,719

費

92,176,719

債

出

フ,000,000

項

41,192,000

左、

41,192,000

140,368,719

債

金

(単位:千円)

費

額

140,368,719

140,368,719

140,368,719

会

計合

計合



平成29年度山形県市町村振興資金特別会計予算

平成29年度山形県の市町村振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,420,419千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、'「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

2諸

款

収

歳

歳

入

出

入

1市町村振興資金貸付金

項

1 貸付金

款

利収

金

(単位:千円)

入

額

項

1貸

歳

1,420,419

2貸

1,420,419

3公

出

付

付

1,420,419

4繰

営企業償還金

金

事

(単位:千円)

務

金

費

出

額

1,420,419

金

1,100,000

995

2,096

317,328

1,420,419

元

計合

計合



平成29年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

平成29年度山形県の母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ400,5Ⅱ千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

繰

款

2繰

入

3

越

金

諸

項

金

収

般

1繰

入

歳

計繰入金

金

(単位:千円)

1貸付金

入

越

2雑

額

金

利収

フ,422

フ,422

入

269,フ74

入

269,フ74

123,315

99,449

23,866

400,511

会

元

計合



歳 出

1 母子父子寡婦福祉資金貸付費

款 項

1貸

歳

2貸

3償

出

付

付

4繰

金

事

(単位:千円)

金

務

還

、

費

出

額

金

400,511

金

131,934

11,712

169,705

87,160

400,511

t゛

計合



平成29年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算

平成29年度山形県の小規模企業者等設備導入資金特別会計の予算は、炊に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ鄭51,196千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

3 繰

款

4

越

諸

金

収

5

項

651,196

1繰

入

県

1貸付金

越

2預

歳

金

(単位:千円)

3雑

債

金

金

利収

入

額

利

入

県

295,221

子

295,221

入

171,475

159,129

債

744

11,602

184,500

184,500

元

計合



歳 出

1 小規模企業者等設備導入貸付費

款

第2表地方債

項

1貸

歳

起債の目的

2貸

小規模企業

者等設備貸

与事業貸付

金

3償

出

付

付

限度額

4繰

金

事

(単位:千円)

務

金

還

千円

184,500

起債の方法

費

出

額

証

計

金

書借

651,196

金

278,896

入

利

独立行政法人中

小企業基盤整備機

構の貸付条件によ

る。

フ,193

265,107

率

100,000

償

651,196

独立行政法人中小企業基盤

整備機構の貸付条件による。

還 の 方 法

合



平成29年度山形県士地取得事業特別会計予算

平成29年度山形県の士地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ427,595千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ビとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

2 財

款

産

3

収

繰

入

4 諸

入

項

1財

6

2財

金

繰

収

産 売

産

払

運

越

入

金

(単位:千円)

収

用

般

歳

入

収

1雑

金

額

入

計繰入金

入

45,394

1繰

41,675

3,719

越

入

45,911

45,911

金

139

139

336,151

336,151

427,5鮖

会

計合



歳 出

2 酒田北港地区用地取得事業費

款

4 大森西地区用地取得事業費

5公

項

<

用

3

地

開

取得事業費

債

発

2 i旦

歳

金

ム=

(単位:千円)

4繰

費

成

理

出

費

工

額

1 仏

事

出

89,602

費

43,742

債

金

45,860

336,202

費

51

336,151

1,791

1,791

427,595計合



平成29年度山形県農業改良資金特別会計予算

平成29年度山形県の農業改良資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ138,810千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表
貸

歳

歳入歳出予算
付勘定

入

2繰

款

3

入

諸

4繰

金

収

項

越

入

般

歳

1貸付金

~、

金

計繰

入

金

(単位:千円)

入

1繰

金

利

額

収

越

入

40,000

40,000

金

89,342

89,342

5,670

5,670

135,012

会

元

計合



歳 出

1 農業改良資金貸付費

款

2 就農支援資金貸付費

項

2償

3繰

歳

還

1貸

金

出

(単位:千円)

2償

出

金

3繰

金

付

額

還

6,863

費

出

4,575

金

2,288

金

128,149

40,000

32,099

56,050

135,012計合



業務勘定
歳 入

繰

款

3

入

諸

金

収

歳

歳

項

入

出

般

入

業

款

計繰入金

雑

金

(単位:千円)

務

歳

額

費

入

3,563

出

項

3,563

取

235

扱

235

事

3,798

金

務

(単位:千円)

費

額

3,798

3,798

3,798

会

計合

計合



平成29年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計予算

平成29年度山形県の沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50,751千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ビとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表
貸

歳

歳入歳出予算
付勘定

入

3諸

款

4繰

収 入

越

歳

歳

項

1 貸付金

金

出

入

1 沿岸漁業改善資金貸付費

1繰

款

利収

金

(単位:千円)

入

越

歳

額

金

8,647

出

項

1貸

8,647

41,353

41,353

付

50,000

金

(単位:千円)

費

額

50,000

50,000

50,000

元

計合

計合

才
、



業務勘定
歳 入

2繰

款

入

歳

歳

金

出

入

項

業

款

般

務

計繰入金

歳

金

(単位:千円)

費

出

額

項

1取

751

扱

751

事

金

751

務

(単位:千円)

費

額

751

751

751

会

計合

計合



平成29年度山形県林業改善資金特別会計予算

平成29年度山形県の林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ227,945千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表
貸

歳

歳入歳出予算
付勘定

入

3諸

款

4繰

収 入

越

歳

歳

項

1貸付金

金

出

入

1 林業改善資金貸付費

1繰

款

利収

金

(単位:千円)

入

越

歳

計

額

金

57,472

出

項

57,472

1貸

166,107

166,107

付

223,579

金

(単位:千円)

費

額

223,579

223,579

223,579

元

合

計合



業務勘定
歳 入

2 繰

款

4 繰

入 金

越

歳

歳

項

金

出

般

入

1繰

業

款

計繰入金

金

(単位:千円)

務

越

歳

額

費

、

金

4,359

出

項

1取

4,359

扱

7

事

7

4,366

金

務

(単位:千円)

費

額

4,366

4,366

、

4,366

会

計合

計合



平成29年度山形県流域下水道事業特別会計予算

平成29年度山形県の流域下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,568,121千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ビとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第2表債務負担行為」1こよる。
(地方債)

第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、
起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。



第1表

歳

歳入歳出予算

入

1分担金及び負担金

款

2 使用料及び手数料

3 国 庫

4財

項

1負

支 出

産

5繰

1使

金

担

収

金

(単位:千円)

7諸

入

入

金

用

国 庫

額

8

1財

金

県

収

料

補

2,514,237

産

助

2,514,237

運

入

金

用

般

歳

51

収

2雑

債

入

計繰入金

51

853,200

入

853,200

県

8,159

8,159

入

762,576

762,576

債

698

698

429,200

429,200

4,568,121

会

計合



歳 出

ム此

款

2建

理

3公

費

設

項

費

債

第2表債務負担行為

ム女

歳

費

最上川流域下水道事業(村山処理区)村山浄化

センター建設工事委託契約

建

理

事

出

金

(単位:千円)

最上川流域下水道事業(置賜処理区)置賜浄化

センター建設工事委託契約

費

左、

最上川流域下水道事業(山形処理区)山形浄化

センター建設工事委託契約

額

費

債

2,048,899

項

第3表地方債

2,048,899

起債の目的

費

1,562,331

流域下水道

整備事業

期

1,562,331

平成29年度から

平成30年度まで

限度額

公営企業会

計適用事業

956,891

間

平成29年度から

平成30年度まで

956,891

千円

357,500

起債の方法

4,568,121

平成29年度から

平成30年度まで

限

借入先との協定

による。

71,700

度 額

414,000千円

利

借入先との協定

による。

326,000千円

率

907,000千円

償

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

の 方 法

設

計合

還



平成29年度山形県港湾整備事業特別会計予算

平成29年度山形県の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,444,558千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

1

使

款

3 繰

用

5諸

料

入

6

項

1使

金

収

県

入

用

般

歳

金

(単位:千円)

2雑

債

料

計繰入金

入

額

県

202,179

202,179

入

276,104

276,104

債

16,275

16,275

950,000

950,000

1,444,558

会

計合



歳 出

1他

款

2整

理

3公

備

費

項

1処

債

費

第2表債務負担行為

歳

1整

費

酒田港施設整備事業高砂地区港湾荷役機械製作

据付工事請負契約

理

事

出

金

(単位:千円)

第3表地方債

備

費

左、

起債の目的

額

債

費

港湾整備事

業

126,632

項

限度額

126,632

費

950,000

期

千円

950,000

起債の方法

950,000

平成29年度から

平成31年度まで

借入先との協定

による。

367,926

間

367,926

1,444,558

限

利

借入先との協定

による。

度

率

額

580,000千円

償

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

還

＼

の 方 法

計合



(総則)

第1条平成29年度山形県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

(D 年間販売電力量

(2)主要な建設改良事業神室発電所建設事業

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、 次のとおりと定める。

収 入

平成29年度山形県電気事業会計予算

、、

第1款電気事業収益

第1項営業収益

第2項営業外収益

第1款電気事業費用 3,617,431千円

第1項営業費用 3,347,110千円

第2項営業外費用 260,321千円

第4項予備費 10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及ぴ支出の予定額は、炊のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額3,298,458千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額108,491千円、建

設改良積立金736,815千円、過年度分損益勘定留保資金853,152千円及び当年度利益剰余金処分額

1,600,000千円で補填するものとする。)

収 入

369,006千円

369,006千円

第1款資本的収入

第7項固定資産売却代金

支

368,623千kwh

532,622千円

第1款資本的支出

第1項建設改良費

第5項企業債償還金

第7項繰出金

第9項その他投資

第12項予備費

出

5,790,403千円

5,496,560千円

293,843千円

3,6釘,464千円

1,840,324千円

224,000千円

1,600,000千円

140千円

3,000千円

支

ノ

出



(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

1,132,000千円

事

倉、沢発

取替

電

工

日

木

項

所

事

日川第

作据付

川

建

2 号

築

第

工

平成 29年度か

平成 30年度ま

175,000千円

発

等

V

事

電所電

工事

平成 29年度から

平成 30年度まで

期

沢取水

替工

R

発電

負契

契

j

平成 29年度から

平成 30年度まで

間

気機械設

請負契

塔

岡

建

302,000千円

平成 29年度か

平成 32年度ま

378,000千円

ス

岡

木

(一時借入金)

第6条一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

953,030千円①職員給与費

340千円②交際費

(利益剰余金の処分)

第8条当年度利益剰余金のうち1,600,000千円は、次のとおり処分するものと定める。
1,600,000千円①繰出金

165,000千円

替

限度額

ク

平成 29年度から

平成 32年度まで

伐

発

工

負

リ

事

219,000千円

平成 29年度から

平成 30年度まで

絡

業

契

電

負

務

35,000千円

平成 29年度か

平成 31年度ま

契

1,630,000千円

電

平成 29年度か

平成 31年度ま

契

ら
で

機
約

電
契

発
負

車
請

水
事

所
工

電
検

発
点

盤
約

所
約

ら
で

ら
で

請

盤
約

電
契

請

ら
で

ン
約

白
内

所
約

所
請

電
事

発
工

線
約

朝
土

二
一
口

請

朝
製

託

送
委

白
取

荒
取

連
採

寿
鉄

寿
立

川
、
部

A
負

川
替

口
事

配
負

備
約



(総貝1」)

第1条平成29年度山形県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①給水件数

②年間総給水量

(3)一日平均給水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

平成29年度山形県工業用水道事業会計予算

第1款工業用水道事業収益

第1項酒田工業用水道営業収益

第2項八幡原工業用水道営業収益

第3項福田工業用水道営業収益

第5項営業外収益

第1款工業用水道事業費用 479,330千円

第1項酒田工業用水道営業費用 354,147千円

第2項八幡原工業用水道営業費用 93,010千円

第3項福田工業用水道営業費用 10,355千円

第5項営業外費用 17,818千円

第7項予 費備 4,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額130,968千円は当年度分消費税及ぴ地方消費税資本的収支調整額3,647千円、建設改良積立金

33,846千円、過年度分損益勘定留保資金67,531千円及び当年度分損益勘定留保資金25,944千円で
補填するものとする。)

次のとおりと定める。

入

支

58件

14,513,464nt

39,8721rt

第1款資本的支出 130,968千円

第1項建設改良 49,294千円

第6項借入金償還 79,661千円

第9項その 投 13千円

第12項予 2,000千円

(一時借入金)

第5条一時借入金の限度額は、 200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

①職員給与費 39,860千円

②交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

出

541,290千円

339,138千円

123,207千円

12,フ72千円

66,173千円

支 出

費
金
資
費

他
備



第7条たな卸資産の購入限度額は、10,400千円と定める。

ノ



(総則)

第1条平成29年度山形県公営企業資産運用事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

(D長期貸付他会計貸付

②駐車場事業年間総駐車台数

一日平均駐車台数

(3)ゴルフ場事業年間利用者数

(収益的収入及び支出)

と定める。第3条収益的収入及ぴ支出の予定額は、次のとおり

収 入

平成29年度山形県公営企業資産運用事業会計予算

第1款資産運用事業収益

第1項営業収益

第2項営業外収益

第1款資産運用事業費用 141,722千円

第1項営業費 131,348千円

第2項営業外費 フ,374千円

第4項予備 3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額281,461千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,413千円、過年度

分固定資産売却代金18,709千円及び資産運用積立金261,339千円で補填するものとする。)

収 入

第1款資本的収入

第6項貸付金償還金

支

出

第1款資本的支出 361,122千円

第1項建設改良費 19,122千円

第3項長期貸付金 341,000千円

第12項予備費 1,000千円

(一時借入金)

第5条一時借入金の限度額は、 25,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

①職員給与費 950千円

②交際費 30千円

1件

109,000台

299台

29,000人

出

165,620千円

146,147千円

19,473千円

支

79,661千円

79,661千円

用
用
費



(総則)

第1条平成29年度山形県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、

①給水対象

平成29年度山形県水道用水供給事業会計予算

②年間総給水量

(3)一日平均給水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

433,560千円

92,560千円

341,000千円

次のとおりとする。

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、山形市、寒河江市、上山市、

村山市、天童市、東根市、河北町、西川町、朝日町、大江町、

最上川中部水道企業団、新庄市、金山町、真室川町、鶴岡市、

酒田市、庄内町

第1款水道用水供給事業収益

第1項置賜広域水道営業収益

第2項村山広域水道営業収益

第3項最上広域水道営業収益

第4項.庄内広域水道営業収益

第5項、営業外収益

第1款、水道用水供給事業費用 6,543,028千円

第1項置賜広域水道営業費用 1,227,469千円

第2項村山広域水道営業費用 2,104,703千円

第3項最上広域水道営業費用 363,735千円

第4項庄内広域水道営業費用 2,243,104千円

第5項営業外費用 認4,017千円

費備第7項予 20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額2,007,9Ⅱ千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,206千円、建設

改良積立金265,914千円、過年度分損益勘定留保資金1,469,231千円及び当年度分損益勘定留保資

金173,560千円で補填するものとする。)

収 入

次のとおりと定める。

入

支

フフ,47フ,09011t

212,26611f

第1款資本

第3項出

第4項借

フ,フ79,132千円

1,280,379千円

2,485,816千円

487,190千円

2,412,347千円

1,113,400千円

出

第1款資本的支出

第1項建設改良費

第5項企業債償還金

第9項その他投資

的 収 入

2,441,471千円

1,339,418千円

1,098,876千円

177千円

支 出

金
金

資
入



第12項予 費備 3,000千円

(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

川

新

事

浄

工

川

新

(一時借入金)

第6条一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれぱならない。

a)職員給与費 556,600千円

(2)交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第8条上水道高料金対策のため山形県一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,692千円で

ある。

(たな卸資産購入限度額)

第9条たな卸資産の購入限度額は、170,065千円と定める。

水

浄

工

事

場

水

項

電

事

場

気

負

装

負

契

平成 29年度か

平成 31年度ま

期

契

平成 29年度か

平成 31年度ま

間 限度額

472,000千円

229,000千円

ら
で

ら
で

備
約

設

備
約

言

請

計

請

西
更

西
更



(総則)

第1条平成29年度山形県病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①病床数

②年間入院患者延数

年間外来患者延数

(3)一日平均入院患者数

一日平均外来患者数

④ドック利用者延数

⑤主要な建設改良事業

中央病院改修事業

新庄病院改築整備事業

河北病院改修事業

こころの医療センター改修事業

県立病院医療機器等整備事業

県立病院総合医療情報システム更新事業

(収益的収入及び支出)

次のとおりと定める。第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収 入

平成29年度山形県病院事業会計予算

第1款病院事業収

第1項医業収

第2項医業外収

第3項特別利

第1款病院事業費用

第1項医業費用

第2項医業外費用

第3項特別損失

第4項予備費

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対
し不足する額1,226,252千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入

1,424床

432,141人

621,220人

1,184人

2,516人

2,717人

5,542,658千円

2,695,639千円

4,316,406千円

2,鉐9,800千円

100,940千円

1,555,666千円

376,672千円

879,963千円

56,927千円

19,205千円

8如,927千円

499,696千円

第1款病院事業資本的収入

第1項企業債

第2項出資金

担金第4項負

支

第1款病院事業資本的支出

第1項建設改良費

39,818,488千円

32,四8,204千円

6,362,936千円

1,357,348千円

出

37,844,416千円

36,849,362千円

950,692千円

42,362千円

2,000千円

支 出

益
益

益
益



第2項企業債償還金 2,847,019千円

q責務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

中央病院空調設備中央監視盤更新工事請負契約

事

中央病院冷温水発生機更新工事請負契約

県立病院総合医療情報システム更新等業務委託契約

(企業債)

第6条起債の目的、限度額、起債の方法、利率及ぴ償還の方法は、次のとおりと定める。

項

起債の目的

中央病院改修事業

平成 29年度から

平成 30年度まで

期

新庄病院改築整備

事業

限度額

間

平成 29年度から

平成 30年度まで

河北病院改修事業

平成 29年度から

平成 31年度まで

376,300

千円

限度額

起債の方法

こころの医療セン

ター改修事業

借入先との協

定による。

工事その他の

都合により翌年

度に繰り延べて

起債することが

できる。

120,000千円

879,900

県立病院医療機器

等整備事業

203,000千円

56,900

県立病院総合医療

情報システム更新

事業

利

3,718,000千円

借入先と

の協定によ

る。

率

19,200

(一時借入金)

第7条一時借入金の限度額は、 12,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

償還の方法

827,900

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、繰上償

還をし、又は低利債に借り替

えることができる。

499,600



給与①職員

際②交

(たな卸資産購入限度額)

第9条たな卸資産の購入限度額は、 4,367,979千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種

士

器械備

類

器械備

地

名

品

新庄病院建設用地(新庄市金沢地内)

口
ロロ

全身用コンピュータ断層撮影装置(新庄病院)

情報システム機器仲央病院・新庄病院・河北病院)

20,657,242千円

1,070千円

称 数

56,382.17 111

量

式

式

費
費
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